
インターネットによる事前教示に関する照会書（C―1000―13） 

  

 インターネットによる関税率表適用上の所属区分等に係る事前教示に関する照会に対する回

答を文書により求めようとする者（以下「照会者」という。）は、この用紙に必要事項を記載し

たものを、電磁的記録として、当該照会に係る貨物の主要な輸入予定地を管轄する税関の首席関

税鑑査官等に電子メールにより送信する。 

なお、本様式による照会に対する回答は、文書による照会に準じた取扱いに切替えた場合を除

き、口頭照会の場合と同様の取扱いとなるので留意する。 

 「受付番号」欄には、税関別に一連番号を記載する。 

 「登録番号」欄には、システムにより自動賦与される登録番号を記載する。 

「照会者の住所、氏名」欄には、照会をしようとする者の住所、氏名又は名称を記載する。代

理人が照会を行う場合には、「照会者の住所、氏名」欄に加え、「代理人の住所、氏名」欄に代理

人の住所、氏名又は名称を記載する。 

 なお、照会者が輸入委託者である場合には、「代理人の住所、氏名」欄に輸入委託者の住所、

氏名又は名称を、「（担当者）」及び「（電話番号）」の欄に当該照会に係る担当者の氏名及び電話

番号をそれぞれ記載する。 

 「輸入者符号」欄には、照会者に係る外国貿易等に関する統計基本通達 25－６に規定する符

号を記載する。 

 照会文中の「関税率表適用上の所属区分及び統計品目番号」、「関税率（EPA 税率以外）」、

「EPA 税率」、「内国消費税等の適用区分及び税率」及び「他法令」については、それらのうち、

照会者が照会しようとする事項の□内に×印を記入することにより照会事項を表示する。なお、

ここでいう EPA 税率とは、経済連携協定に基づく税率を指す。 

 「品名・銘柄及び型番」欄には、当該照会に係る貨物の具体的な商品及び銘柄又は型式の名称

若しくは符号を記載する。 

「製造者・製造地」欄には、当該照会に係る貨物に関係する全ての製造者（天然産品等で製造

者が判然としないものについては、その輸出者）の氏名又は名称及び製造地を記載する。 

「単価」欄には、当該照会に係る貨物の価格条件に応じた単価を記載する。 

 「輸入申告予定官署」欄には、当該照会に係る貨物の輸入申告等が予定されている税関官署名

（2以上あるときは、それぞれの官署名）を記載する。 

 「照会貨物」欄には、当該照会に係る貨物が本邦に到着しているか否かの別に応じ、該当する

事項の□内に×印を記入する。 

 「参考資料」欄中の「写真、図面、カタログ、説明書、分析成績、その他」については、それ

らのうち、照会者が提出する参考資料に該当する項目の□内に×印を記入する。また、当該参考

資料が「その他」に該当する場合には、「（ ）」内に当該参考資料の種類、名称等を記載する。 

 「輸入契約の時期、輸入の予定時期、数量及び金額並びに特別注文、投資又は長期契約の予定

の有無」欄には、当該照会に係る貨物の輸入契約の時期、 初の輸入が予定されている時期、そ



の後の輸入の継続予定期間、輸入予定数量及び輸入予定金額並びに当該照会に係る貨物を輸入

するに当たり、特別注文（例えば、製造者に対し、特別の性状、組成に製造するよう注文するこ

と。）、投資（外国又は本邦のいずれであるかないかを問わない。）又は長期契約の予定の有無に

ついて記載し、特別注文等がある場合には、その概要を記載する。 

 なお、記載欄が不足する場合には、「照会貨物の説明」欄又は「インターネットによる事前教

示に関する照会書（つづき）」（適宜の様式）を使用することとして差し支えない。 

 「照会貨物に係る事前教示実績（有・無）」欄には、当該照会に係る貨物について、関税率表

適用上の所属区分等に関する事前教示を求めた事実の有無の該当する項目を○で囲み、当該事

実がある場合には、その事前教示番号を記載する。 

「類似貨物に係る輸入実績（有・無）」欄には、当該照会に係る貨物に類似する貨物の輸入実

績のうち、当該照会に係る貨物の関税率表適用上の所属区分等を決定するために参考となるも

のの有無の該当する項目を○で囲み、当該実績がある場合には、その輸入申告番号及びその年月

（不明な場合、その概要）を記載する。 

 なお、これらの２欄については、記載欄が不足する場合には、「照会貨物の説明」欄又は「イ

ンターネットによる事前教示に関する照会書（つづき）」（適宜の様式）を使用することとして差

し支えない。 

「照会貨物の説明（製法、成分割合、性状、構造、機能、用途、包装等）」欄には、当該照会

に係る貨物の製法、成分割合（不明の場合は投入原料割合）、性状、構造、機能、用途、包装等

で、照会事項である当該貨物の関税率表適用上の所属区分等を決定するために必要なものを具

体的に記載する。 

なお、複雑な機械の構造図等、同欄に記載することが困難な事項は、 低必要と認められる限

度において、同欄の記載事項の一部とするものとし、この場合には、同欄にその旨明記する。 

（例１） 本品は、白色顔料（30％）、バインダー（10％）及び溶剤（60％）から成る白色の 

やや粘稠（ちゅう）な液体であって、容量 30cc の小びんに収められており、当該小 

びんのキャップには、小型の筆が取り付けられている。本品はタイプ文書、手書き文 

書等の誤字の訂正に用いられ、当該誤字の部分に本品を塗布することにより、速乾性 

の白色被膜を形成し、新たにタイプ、手書等を行うことができる。 

 （例２） 本品はアーモンド（Ｘ％）としょ糖（Ｙ％）から製造され、もちに類似した白色の 

柔らかい固形物（１個の重量５kg）である。輸入後、植物等の形状に成形して菓子

（マルチパン）としたり、チョコレート菓子の内容物として使用したりする。 

 「関税率表適用上の所属区分等に関する意見」欄には、当該貨物の関税率表適用上の所属区分

等について照会者の意見を有するか否かの別に応じ、該当する事項の□内に×印を記入し、意見

を有する場合には、当該意見の内容（根拠を含む。）を記載する。 

「続―補足説明：提出 枚」欄については、「インターネットによる事前教示に関する照会書

（つづき）」（適宜の様式）が添付されている場合又は補足説明書が提出されている場合に、それ

ぞれ該当する項目を〇で囲み、添付又は提出された枚数を記入する。 



「文書による照会に準じた取扱いへの切替えについて」欄については、関税法基本通達 7―19

―2 の(5)のロの要件を満たす場合にのみ切替えが可能となることに留意する。 

「非公開期間の要否」欄については、本回答書は関税分類の参考とするため、回答後原則とし

て公開し輸入者等の閲覧に供するので、例えば照会貨物が新規のアイデア商品等で、照会貨物の

説明内容中に回答後一定期間非公開を必要とする部分がある場合には、同欄の「要・否」のうち

要を〇で囲む。 

 「非公開理由」欄については、「非公開期間の要否」欄において要とした場合、例えば、新規

輸入商品のため、成分割合に特徴があるため等、非公開期間を設定する必要がある理由を簡潔に

記載する。 

 なお、「照会貨物の説明（製法、成分割合、性状、構造、機能、用途、包装等）」欄中に記載し

た文言に下線を引き、当該下線部分が非公開情報である旨を記載して差し支えない。また、当該

下線部分につきて、公開可能な情報に置き替えることができる場合においては、【 】（墨付き括

弧）で囲み、当該下線に続けて記載することができる。 

 「非公開期間」欄については、「非公開期間の要否」欄において要とした場合、同欄の（ ）

内に具体的な非公開期間（180 日を超えない期間に限る。）を記載する。 

 


